
○大分県産業廃棄物税条例施行規則

平成十七年二月二十五日

大分県規則第二号

大分県産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。

大分県産業廃棄物税条例施行規則

(趣旨)

第一条　大分県産業廃棄物税条例(平成十六年大分県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、大分県税条例施行規則(昭和二十五年大分県規則第六十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第二条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(課税免除施設)

第三条　条例第四条第一号の規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設で、大分県税事務所の長(以下「事務所長」という。)の認定を受けたものとする。

一　事業者が、産業廃棄物を原料又は燃料として、焼却処理の過程を通じて製品(販売を目的とした製品で中間製品を含む。以下この条において同じ。)を製造する焼却施設

二　事業者が、産業廃棄物に含まれる有用物を、自らの製品の製造の工程において利用するため、焼却処理を通じて回収する焼却施設

三　事業者が、その排出する産業廃棄物を焼却する際に発生する熱を回収して得られるエネルギーを、製品の製造の工程に供給する焼却施設(事業者が自ら又は共同で設置したものに限る。)

四　事業者が、産業廃棄物を焼却する際に発生する熱を回収することにより発電を行い、発生した余剰電力を売却する焼却施設

(課税免除施設に係る認定申請)

第四条　前条に規定する認定を受けようとする者は、産業廃棄物税課税免除施設認定申請書(第一号様式)に同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、事務所長に申請しなければならない。

2　事務所長は、前項の規定による認定の申請があった場合には、当該申請に係る処分を決定し、当該申請をした者に対して、産業廃棄物税課税免除施設／認定／不認定／通知書(第二号様式)により通知するものとする。

3　前条の認定を受けた施設が、課税免除施設としての要件に該当しなくなるときは、当該認定を受けた者は、あらかじめ産業廃棄物税課税免除施設廃止届出書(第三号様式)を事務所長に提出しなければならない。

4　事務所長は、前項の規定による廃止の届出があった場合のほか、前条の認定を受けた施設が課税免除施設としての要件に該当しなくなったときは、認定を取り消し、産業廃棄物税課税免除施設取消通知書(第四号様式)により通知するもの

とする。

5　事務所長は、第二項の規定により処分を決定し、又は前項の規定により認定を取り消そうとする場合には、あらかじめ、循環社会推進課長の意見を聴くものとする。

(平二九規則四四・一部改正)

(産業廃棄物の体積の重量への換算方法)

第五条　条例第五条第二項に規定する換算は、産業廃棄物の体積に、次の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる換算係数を乗じて行うものとする。

産業廃棄物の種類 換算係数

一　燃え殻 一・一四

二　汚泥 一・一〇

三　廃油 〇・九〇

四　廃酸 一・二五

五　廃アルカリ 一・一三

六　廃プラスチック類 〇・三五

七　紙くず 〇・三〇

八　木くず 〇・五五

九　繊維くず 〇・一二

十　食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 一・〇〇

十一　と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてと殺し、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

一・〇〇

十二　ゴムくず 〇・五二

十三　金属くず 一・一三

十四　ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず 一・〇〇

十五　鉱さい 一・九三

十六　工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 一・四八

十七　動物のふん尿 一・〇〇

十八　動物の死体 一・〇〇

十九　大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定す
る特定施設又は燃え殻、汚泥、廃油等の廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

一・二六

二十　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条第十三号に規定する産業廃棄物 一・〇〇

備考
一　この表の第一号から第六号までに掲げる産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項第一号に掲げる燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ

及び廃プラスチック類と、第七号から第十九号に掲げる産業廃棄物は、廃棄物処理法施行令第二条第一号から第十二号までの各号に掲げる廃棄物とする。
二　この表の換算係数は、一立方メートル当たりのトン数とする。

(平一九規則二〇・一部改正)

(産業廃棄物税に係る文書の様式)

第六条　第四条及び第九条第三項に定めるもののほか、産業廃棄物税に係る次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

一　産業廃棄物税特別徴収義務者登録申請書　第五号様式

二　産業廃棄物税特別徴収義務者登録通知書　第六号様式

三　産業廃棄物税特別徴収義務者証　第七号様式

四　産業廃棄物税特別徴収義務者登録変更申請書　第八号様式

五　産業廃棄物税特別徴収義務消滅届出書　第九号様式

六　産業廃棄物税／納入／納付／修正／申告書　第十号様式

七　産業廃棄物税徴収猶予申請書　第十一号様式

八　産業廃棄物税の／還付／納入義務の免除／申請書　第十二号様式

九　産業廃棄物税減免決定通知書　第十三号様式

十から十四まで　削除

十五　産業廃棄物税に係る課税の特例適用申請書　第十九号様式

十六　産業廃棄物税に係る課税の特例適用／承認／不承認／通知書　第二十号様式

十七　産業廃棄物税／納付／修正／申告書(課税の特例適用者用)　第二十一号様式

十八　産業廃棄物税／更正／決定／加算金決定／通知書兼／納入／納付／通知書　第二十二号様式

十九　産業廃棄物税不申告加算金／決定／納付／通知書　第二十三号様式

(令三規則九九・一部改正)

(条例第十二条第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続等)

第七条　条例第十二条第一項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一　条例第十二条第二項の規定による徴収猶予の申請をした特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において産業廃棄物税に係る徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における産業廃棄物税に係る徴収

金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る産業廃棄物税を納入することが確実と認められること。

二　その猶予に係る金額が五十万円以下である場合で、担保の提供を免除することが適当と認められること。

三　担保を徴することができない特別の事情がある場合で、担保の提供を免除することが適当と認められること。

2　条例第十二条第一項の規定により担保を徴する場合において、担保を提供しようとする者は、担保提供書に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十に規定する担保の提供を証する書類を添えて、事務所長に提出しな

ければならない。

3　事務所長は、条例第十二条第一項の規定により担保を徴した後当該担保の必要がなくなった場合には、当該担保を解除し、その旨を担保解除書によって、当該担保の提供者に通知するものとする。

(徴収猶予に係る通知)

第八条　事務所長は、条例第十二条第二項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る処分を決定し、徴収猶予／承認／不承認／通知書により通知するものとする。

2　事務所長は、条例第十二条第三項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条の三の規定により徴収の猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(減免)

第九条　条例第十五条の規定による減免は、災害により申告納付すべき納税者の所有に係る事業の用に供する資産(以下この項において「資産」という。)につき生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。

以下この項において「損害金額」という。)が、その資産の価格の三分の一以上である者で、その災害を受けた日の属する年度内において、その災害を受けた日以後に納期限の到来する産業廃棄物税並びにその延滞金、過少申告加算金、不

申告加算金及び重加算金(以下この条において「延滞金等」という。)について、次の表の上欄に掲げる資産につき生じた損害金額の割合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を限度として行うことができるものとする。

資産につき生じた損害金額の割合 減免する産業廃棄物税及び延滞金等の金額

二分の一以上 産業廃棄物税及び延滞金等の金額の全部

三分の一以上二分の一未満 産業廃棄物税及び延滞金等の金額の二分の一

2　事務所長は、前項の規定にかかわらず、災害により資産等(災害被害者に対する県税の減免等に関する条例(昭和三十八年大分県条例第四十六号)第二条第二項の資産等をいう。)を滅失、損壊したため、納税資力がなくなると認められる申

告納付すべき納税者に対しては、その災害を受けた日以後に納期限の到来する産業廃棄物税及び延滞金等を免除する。

3　条例第十五条第二項の規則に定める様式は、産業廃棄物税災害減免申請書(第二十四号様式)によるものとする。

4　事務所長は、条例第十五条第二項の申請があった場合は、当該申請に係る処分を決定し、産業廃棄物税減免決定通知書(第十三号様式)により通知するものとする。

(帳簿に関する規定等)

第十条　条例第十六条第一項の帳簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　産業廃棄物が焼却施設又は最終処分場に搬入された日

二　搬入された産業廃棄物の種類及び重量(条例第五条第二項の規定により当該産業廃棄物の重量を換算して得た場合は換算する前の体積とする。以下この条において同じ。)

三　搬入された産業廃棄物のうち条例第四条の規定により産業廃棄物税を課されない産業廃棄物の種類及び重量

四　産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分を委託した者の氏名又は名称及び廃棄物処理法第十二条の三に規定する産業廃棄物管理票の交付番号

(課税の特例のあん分計算)

第十一条　条例附則第五項に規定するあん分は、第二十一号様式別表二の課税の特例適用計算書により計算を行うものとする。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2　条例附則第四項に規定する登録の手続及び申請の手続は、施行日前においても、第六条に規定する様式により行うことができる。

3　第四条第一項に規定する課税免除施設の認定の申請の手続は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

附　則(平成一九年規則第二〇号)

(施行期日)

1　この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第二十二号様式及び第二十三号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附　則(平成二四年規則第五七号)



(施行期日)

1　この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の大分県税条例施行規則第三号様式の五、第三号様式の七、第十号様式の二、第五十一号様式の六の五、第五十一号様式の六の七、第五十一号様式の六の九、第五十四号様式の三、第五十五号様式及び第五十六号様式の五の二並び

に改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第二十二号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附　則(平成二五年規則第五二号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条中大分県産業廃棄物税条例施行規則第十五号様式の改正規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

(改正前の大分県税条例施行規則等に定める様式による用紙に関する経過措置)

2　改正前の大分県税条例施行規則第三号様式の五、第三号様式の七、第四号様式(その一)から第四号様式の二(その一)まで、第四号様式の三、第五号様式から第六号様式の五まで、第八号様式、第八号様式の二、第五十一号様式の六の五、

第五十一号様式の六の七、第五十一号様式の六の九、第五十四号様式の三及び第五十六号様式の二、改正前の災害被害者に対する県税の減免等に関する条例施行規則別記様式並びに改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第十五号様式及

び第二十二号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附　則(平成二七年規則第七七号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(改正前の大分県税条例施行規則等に定める様式による用紙に関する経過措置)

6　次の各号に掲げる規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

一から三まで　略

四　第四条の規定による改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式、第八号様式から第十二号様式まで、第十四号様式、第十六号様式、第十七号様式、第十九号様式、第二十一号様式及び第二十四号様

式の規定

附　則(平成二八年規則第一一号)

(施行期日)

1　この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附　則(平成二九年規則第四四号)抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和二年規則第七五号)抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中第三号様式の五、第三号様式の七、第四号様式(その一)から第四号様式の二(その一)まで、第四号様式の三、第五号様式から第六号様式の五まで、第八号様式(裏)、第八号様式の二(裏)、第五十一号様式の六の五、第五十一号

様式の六の七、第五十一号様式の六の九、第五十四号様式の三及び第五十七号様式の三の十一の改正規定並びに第三条の規定並びに次項の規定　令和三年一月一日

(改正前の大分県税条例施行規則等に定める様式による用紙に関する経過措置)

2　次の各号に掲げる規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

一　略

二　第三条の規定による改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第二十二号様式の規定

附　則(令和三年規則第九九号)

(施行期日)

1　この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の大分県産業廃棄物税条例施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式、第八号様式から第十二号様式まで、第十九号様式、第二十一号様式及び第二十四号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することが

できる。

第1号様式(第4条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第2号様式(第4条関係)

(平28規則11・一部改正)



第3号様式(第4条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第4号様式(第4条関係)

(平28規則11・一部改正)



第5号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第6号様式(第6条関係)



第7号様式(第6条関係)

第8号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)



第9号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第10号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)



第11号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)



第12号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第13号様式(第6条及び第9条関係)

(平28規則11・一部改正)



第14号様式から第18号様式まで　削除

(令3規則99)

第19号様式(第6条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)

第20号様式(第6条関係)

(平28規則11・一部改正)



第21号様式(第6条関係)(課税の特例適用者用)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)



第22号様式(第6条関係)

(平19規則20・平24規則57・平25規則52・平28規則11・令2規則75・一部改正)



第23号様式(第6条関係)

(平19規則20・平28規則11・一部改正)



第24号様式(第9条関係)

(平27規則77・令3規則99・一部改正)


